
  

暑中お見舞い申し上げます。7 月いきなりの猛暑に

比べると若干しのぎやすくなりましたが、油断は禁物。

盛夏はこれから！ですね。私は…すみません。ムダに？

元気です！（笑）たぶん…朝のジョギングで目いっぱ

い汗をかくおかげか…身体が暑さに慣れるようで、日

中は意外と平気で過ごせています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記セミナーでご近所の弁護士事務所の大澤先

生とコラボ！させていただきました。第 1 部で大澤

先生が主に未払い残業で争った場合の事例をお話

されました。未払い残業代の支払額は1人平均200

万円になるのだかとか！本当にこわいです(~_~;) 

その後第 2 部では私が社労士として、トラブルに

なる前に取り組める具体的な対策を 10 項目お伝え

しました。 

ざっとこんな内容です。 

 ↓    ↓    ↓ 

□雇用契約書を整えよう 

□試用期間中にしっかりと見極めよう 

□採用取り消し事項を規定しておこう 

□週休二日でない会社は変形労働制を検討し

よう 

□長時間労働になりがちな役職者や外勤者で使

える「みなし」という考え方 

□残業代の単価は正しく計算しよう 

□休職制度のルールを作ろう 

□穏便な解雇への筋道を知っておこう 

 

今回のセミナーのまとめとして私がいちば

んお伝えしたかったことは、就業規則よりも

労使協定よりも…     

良好な職場風土☆ 

これが何よりのトラブル予防策になるということ

です。コミュニケーションが良好な職場は、社員が

安心して業務に励むことができます。 

社長のビジネスに対する想いを職場に浸透させ

ましょう。社員への期待を遠慮なく伝えましょう。

社員と対話しましょう。身近な社員から信頼されて

いる社長さんは間違いなく取引先や周囲から厚い

信頼を受けています。 

 

～ろうサポのお客様へ～ 

前述の対策内容について、

少しでもご丌安な部分があ

りましたら、早速ご相談さ

せていただきますのでどう

ぞお問い合わせ下さい！ 
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日経新聞（7 月 27 日）から、こんなニュースを

見つけました。 

 

 

 

 

 

 人材紹介・派遣のアネストが 8 月に中小企業と新卒

学生を結びつけるサービスを始める。（「マッチングプラ

ザ」というサイトを開設）登録している新卒のほか既卒や

短大・専門学校の卒業者に企業側が検索のうえスカウ

トできる。サービスを利用する企業は会員（年会費

52,500 円）が必要だが、9 月までは無料。内定者一人

につき 367,500円を手数料としてアネストに支払う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新入社員の保守的傾向と企業が求める

能力 

◆今年の新入社員は保守的？ 

日本生産性本部の調査（2,154 人が回答）によれ

ば、今年の新入社員のうち、「自分が入社した企業

に定年まで勤めたい」と考えている人は、全体の

34％（前年比９ポイント上昇）だそうです。この数

字は、調査開始以降、最も高くなったそうです。 

また、産業能率大が行った調査（415 人）でも、

今年の新入社員のうち「終身雇用を望む」と回答し

た人は全体の 74.5％で、これも過去最高の数字とな

っています。 

今年の新入社員には、非常に「保守的」「安定志

向」の傾向がみられます。 

◆大変だった就職活動の影響？ 

また、上記の産業能率大が行った調査では、「就

職活動がかなり大変だった」と回答した人（35.4％）

も、これまでの調査で過去最高となったそうです。 

就職活動が大変だったからこそ、「せっかく入社

できた会社にずっといたい」と考えている新入社員

が多いように思われます。 

◆企業が社員に求める能力は？ 

独立行政法人労働政策研究・研修機構の調査にお

いて、企業に対して「人材の育成にあたって今後求

められる能力」についての質問を行ったところ、以

下の結果（複数回答）となりました。 

（１）部下や後継者の指導をすることができる能力

（73.1％） 

（２）組織や人を管理するマネジメント能力

（73.0％） 

（３）既存の業務を見直し改善したり新たな発想を

生み出したりする能力（71.8％） 

（４）組織の中でチームワークを生み出すコミュニ

ケーション能力（66.4％） 

（５）事業運営方針の策定や企画を行う能力

（50.9％） 

同機構では、企業が求める人材は、「協調型」の

社員より、「自主行動型」の社員であると分析して

います。 

 

 

 

労使トラブル増加と解決のしくみ 

◆労使トラブルは増加傾向 

厳しい経済情勢を背景に、企業と従業員が雇用契

約などをめぐってトラブルになるケースが増えて

います。短期解決に役立つ仕組みなど、押さえてお

きたい項目をまとめました。 

◆「労働審判制度」とは？ 

これは 2006 年から始まった制度で、民間から選

ばれた労働審判員２人と裁判官で構成される労働

審判委員会が調停（話合い解決）を試み、まとまら

なければ労働審判を下します。 

審判に異議がなければ確定となり、異議があれば

通常の訴訟に移行します。調停や確定した審判は裁

判上の和解と同じ効力があり、強制執行も可能です。 

通常の裁判は長期化しがちですが、労働審判は

「原則３回以内」で審理を終えるため、平均審理期

間は 74 日と短期間です。 

◆個人での争いが増加傾向 

厚生労働省の出先機関である都道府県労働局や

労働基準監督署で無料相談ができる「総合労働相談

コーナー」も便利です。 

ここでは企業への助言・指導や、紛争調整委員会

によるあっせんができますが、労働審判のように、

次の世代を担う若年者が、保守的というのは少

し物足りないように思います。「自主的・主体

的」中小企業でも重要ですね。 

新卒採用 

中小企業からアプローチ 

もしご興味があれば、「人材紹介 アネスト」

で検索を！ 私も早速調べてみましたら、同

じような人材サービス業はいろいろあるよう

です。自社に見合ったサービスをうまく活用

できればいいですね。それにしても人材採用

のコストは高いです…。苦笑 



あっせんに応じさせる強制力はありません。法令違

反などの疑いがあれば、労働基準監督署が会社に対

して指導を行います。 

2010 年度の相談件数のうち、民事上の個別労働

紛争の相談は 24 万 6,907 件と過去最高だった前年

度と同水準でした。組合の組織率低下などを背景に、

働く人が個人で経営者側と向き合う状況が増えて

いるためのようです。 

◆トラブルが起きないことが一番 

会社が残業代を法律通りに支給していなかった

場合などで、労働審判などを通じ、突如数百万円規

模の支払いが必要になるケースも見られます。 

もちろん、トラブルが起きないことが一番ですが、

トラブルが起きてしまった場合の対応を考えてお

く必要もあります。 

 

 

 

 

どこまで許される？「クールビズ」 

◆「スーパークールビズ」まで登場 

今夏、職場でも家庭でも、大幅な節電が求められ

ています。しかし、環境省が打ち出した「スーパー

クールビズ」には戸惑いの声が広がっています。 

今夏はポロシャツ、チノパンが認められる職場が

増えていますが、ノーネクタイで上着なしという格

好が多いようです。 

◆「クールビズ」とは？ 

クールビズが政府主導で導入されたのは 2005 年

です。内閣府の 2009 年調査では 57％の企業が導入

済みで、やっと夏の服装で一定の合意ができたとこ

ろへ、今夏の「スーパークールビズ」が到来しまし

た。 

30～40 代の会社員 300 人へのアンケートでは、

夏の職場の室温の高さに不安という人は 84％に達

しました。服装を選ぶ時に８割が「涼しいかどうか」

を重視する一方、「スーパークールビズ」にするか

を尋ねると、「例年よりカジュアルにする予定はな

い」との回答が最も多くありました。 

◆どこまで許される？ 

ほとんどの企業は節電目標を打ち出しています

が、社員の服装については「ノーネクタイにノー上

着」という従来のスタイルが基本となっているよう

です。 

そんな中、２つめと３つめのボタンの間にスナッ

プボタンを入れた「2.5 ボタンシャツ」など一見普

通に見えるものが人気だそうです。ボタンを２つ外

しても胸元が開き過ぎず、清涼感があって涼しいと

言われています。 

涼しさを追求しつつ、なるべく普通に見える服装

の工夫が求められます。 

◆室内でも熱中症の危険 

仕事にふさわしい服装はありますが、暑さを我慢

すると室内でも熱中症になる可能性があります。 

人の体温は汗が蒸発するときに熱を奪うことで

下げられるため、吸汗・速乾性に優れた素材を選ぶ

こともポイントです。 

 

「お金」にまつわる調査結果 

◆平均貯蓄額は 1,244 万円 

 総務省から、2010 年の「家計調査」（２人以上

世帯のうち勤労者世帯）が発表されていますが、こ

れによると、平均貯蓄額は「1,244 万円」だそうで

す。貯蓄額は年代によって大きな差があるでしょう

が、もっとも貯蓄額の多い 60 歳以上の平均は

「2,173 万円」だそうです。 

◆平均月収は 62 万 4,213 円 

 日本生活協同組合連合会が実施した「家計簿調

査」によれば、2010 年における家計の平均月収（ボ

ーナスも含め 12等分。世帯主の平均年齢は 50.8 歳）

は「62 万 4,213 円」となっています。 

これは、前年から 4,000 円弱アップしています。 

◆ボーナスの使い道は？ 

 電通総研が調査（688 人が回答）を行った今夏の

ボーナスの使い道について、ベスト 10 です。 

（１）国内旅行（22,2％） 

（２）LED 電球（9.6％） 

（３）ぜいたくな外食（7.6％） 

（４）ブルーレイディスクレコーダー（6.1％） 

（５）海外旅行（5.7％） 

（６）地デジ対応テレビ（4.8％） 

（７）扇風機（4.7％） 

（８）スマートフォン（4.4％） 

（９）節電・節水家電（3.9％） 

（10）ベッド・布団の冷却マット（3.2％） 

 電力不足に伴う節電が求められる中、関連する項

目が挙がっているのが、今年の特徴だと言えます。 

労使トラブルは、規模に関わらずどんな業種で

も起こりえると実感しています。本当に…

(~_~;) 




